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本
議
会
で
は
、
相
次
ぐ
医
療
費
の
患
者

負
担
増
と
厳
し
い
不
況
下
で
、
安
心
し
て

子
供
を
生
み
育
て
る
環
境
づ
く
り
の
た
め

に
、
勤
労
若
年
世
帯
へ
少
し
で
も
医
療
費

の
経
済
的
援
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
の

認
識
か
ら
、
国
の
制
度
と
し
て
乳
幼
児
医

療
費
助
成
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
る
。
す
な
わ
ち
、
国
は
、
少
子
化
対
策

推
進
基
本
方
針
に
お
い
て
、
子
育
て
の
負

担
感
を
緩
和
・
除
去
し
、
安
心
し
て
子
育

て
が
で
き
る
差
、
様
々
な
環
境
整
備
を
行

う
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
視
点
か

ら
も
、
全
国
統
一
的
な
乳
幼
児
医
療
費
を

無
料
と
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
子
供

達
の
健
や
か
な
成
長
を
社
会
的
に
保
障

し
、
若
い
世
帯
が
安
心
し
て
子
育
て
に
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
全
国
統
一

的
な
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
乳
幼
児
医
療

費
を
無
料
と
す
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と

も
に
、
こ
の
制
度
が
実
現
す
る
ま
で
の
間

は
、
国
民
健
康
保
険
国
庫
負
担
金
減
額
調

整
措
置
を
廃
止
す
る
よ
う
強
く
要
請
す

る
。

あ
て
先

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総

理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣
、

厚
生
労
働
大
臣

長
引
く
不
況
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
に
よ
っ

て
８
月
の
完
全
失
業
率
は
前
月
と
同
じ

５
％
、
沖
縄
県
の
完
全
失
業
率
は
９．

２
％
と
最
悪
の
事
態
で
す
。
今
後
、
銀
行

な
ど
の
不
良
債
権
処
理
な
ど
に
よ
っ
て
失

業
率
が
さ
ら
に
増
大
す
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

国
が
九
十
九
年
度
（
平
成
十
一
年
度
）

か
ら
予
算
化
し
て
き
た
「
緊
急
地
域
雇
用

特
別
交
付
金
事
業
」（
二
〇
〇
一
年
度
で

終
了
）
は
、
予
算
規
模
が
少
な
い
こ
と
や
、

雇
用
期
間
や
事
業
内
容
に
制
限
が
あ
る
た

め
、
失
業
者
を
雇
用
す
る
上
で
必
ず
し
も

有
効
な
対
策
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に

効
果
的
な
雇
用
対
策
と
し
て
改
善
さ
れ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
政

府
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
措

置
を
講
ず
る
よ
う
つ
よ
く
要
望
す
る
も
の

で
あ
る
。

一
、「
緊
急
地
域
雇
用
特
別
交
付
金
」
を

大
幅
に
増
額
す
る
と
と
も
に
、
事
業
内

容
の
緩
和
に
よ
り
、
各
自
治
体
が
有
効

に
活
用
で
き
る
よ
う
改
善
し
、
二
〇
〇

二
年
度
（
平
成
十
四
年
度
）
以
降
も
事

業
を
継
続
す
る
こ
と
。

二
、
失
業
者
・
高
齢
者
に
対
す
る
緊
急
の

就
労
事
業
を
つ
く
る
こ
と
。

あ
て
先

内
閣
総
理
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

西
原
町
議
会
は
、
不
幸
に
も
無
謀
な
テ

ロ
の
犠
牲
に
な
ら
れ
た
多
数
の
人
々
と
ご

家
族
に
対
し
、
心
か
ら
の
哀
悼
の
意
を
表

す
と
と
も
に
、
今
、
な
お
救
命
・
救
援
活

動
に
携
わ
っ
て
い
る
多
く
の
関
係
者
の

方
々
に
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
す
。

い
ま
重
要
な
こ
と
は
、
国
連
憲
章
と
国
際

法
に
も
と
づ
い
て
、
今
回
の
テ
ロ
犯
罪
の

容
疑
者
、
犯
罪
行
為
を
組
織
、
支
援
し
た

者
を
逮
捕
し
、
法
に
照
ら
し
て
厳
正
に
処

罰
す
る
こ
と
と
同
時
に
テ
ロ
の
背
景
に
あ

る
歴
史
的
及
び
社
会
・
経
済
的
要
因
を
国

際
的
協
調
に
よ
っ
て
解
決
す
る
事
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
、
国
際
社
会
と

連
携
し
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
つ
く
す

べ
き
で
あ
る
。

あ
て
先

内
閣
総
理
大
臣

外
務
大
臣

去
る
八
月
二
十
一
日
深
夜
、
隣
接
す
る
浦
添
市
内
の
駐
車
場
に

お
い
て
、
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
用
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
を
吸
引
し
て
い
た
中

学
生
が
死
亡
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。
問
題
の
所
在
は
、
子
ど
も

た
ち
の
深
夜
は
い
か
い
を
保
護
者
や
周
囲
の
大
人
が
気
づ
か
ず
、

適
切
な
指
導
助
言
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

「
夜
型
社
会
」
の
風
潮
を
改
善
し
、
か
か
る
事
件
の
再
発
防
止

に
努
め
、
次
代
を
担
う
青
少
年
を
事
件
事
故
か
ら
守
り
心
身
と
も

に
健
全
に
育
成
す
る
こ
と
は
、
全
町
民
共
通
の
願
い
で
あ
り
、
大

人
の
重
大
な
使
命
で
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
議
会
は
関
係
機
関
・

団
体
と
連
携
を
緊
密
に
し
て
、
青
少
年
の
健
全
育
成
に
総
力
を
挙

げ
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
、
次
の
こ
と
を
広
く
町
民
に
訴
え
る
も

の
で
あ
る
。

意
見
書　

決
議
採
択　

地
域
が
一
体
と
な
っ
た

地
域
が
一
体
と
な
っ
た　

少
年
非
行
防
止
に
関
す
る
決
議

少
年
非
行
防
止
に
関
す
る
決
議　

地
域
が
一
体
と
な
っ
た　

少
年
非
行
防
止
に
関
す
る
決
議　

乳
幼
児
医
療
費
無
料
制
度
の

創
設
を
求
め
る
意
見
書

緊
急
地
域
雇
用
特
別
交
付
金

の
改
善
・
継
続
を
求
め
る

意
見
書

米
国
に
お
け
る
同
時
多
発

テ
ロ
事
件
に
関
す
る
意
見
書

一
、
大
人
が
「
シ
ン
デ
レ
ラ
タ
イ
ム
」
を
励
行
し
て
模

範
を
示
そ
う
。

一
、
家
族
の
だ
ん
ら
ん
タ
イ
ム
を
促
進
し
、
子
ど
も
が

出
す
「
サ
イ
ン
」
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
よ
う
。

一
、
勇
気
を
も
っ
て
声
か
け
運
動
を
展
開
し
よ
う
。

一
、
少
年
の
社
会
参
加
活
動
を
推
進
し
よ
う
。

一
、
地
域
社
会
共
同
参
加
に
よ
る
健
全
な
環
境
づ
く
り

に
取
り
組
も
う
。
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二
十
世
紀
に
お
い
て
二
度
に
わ
た
る
悲
惨
な
大
戦
を

経
験
し
た
人
類
は
、
世
界
の
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る

た
め
に
一
九
四
五
年
六
月
に
国
際
連
合
憲
章
を
調
印
し
、

同
年
十
月
に
国
際
連
合
が
発
足
し
た
。
以
来
、
国
際
連

合
は
紛
争
緩
和
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
戦
か
ら
五
十
五
年
を
経
過
し
た

今
日
、
地
域
紛
争
の
多
発
、
国
際
テ
ロ
、
難
民
、
環
境

破
壊
、
通
貨
危
機
に
よ
る
経
済
混
乱
及
び
Ｉ
Ｔ
格
差
な

ど
新
た
な
共
通
の
課
題
を
抱
え
て
お
り
、
国
際
連
合
の

機
能
強
化
に
よ
る
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

世
界
人
口
の
約
六
割
を
有
す
る
ア
ジ
ア
地
域
に
、
地

球
規
模
の
問
題
を
討
議
し
解
決
で
き
る
国
際
連
合
の
一

翼
を
担
う
機
関
の
設
置
、
す
な
わ
ち
「
国
連
ア
ジ
ア
本

部
」
の
誘
致
は
人
類
社
会
の
平
和
と
安
寧
に
多
大
な
貢

献
を
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
沖
縄
県
は
、
我
が
国
の
最
西
南
端
に
位
置

し
、
唯
一
の
亜
熱
帯
地
域
に
属
す
る
気
候
的
条
件
下
に

あ
っ
て
、
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、
ア
ジ
ア
地
域
に
最

も
近
い
南
の
玄
関
口
と
し
て
の
地
理
的
特
性
を
有
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
中
国
、
ア
ジ
ア
地
域
の
人
、
物
の
交

流
を
通
し
て
隆
盛
し
た
歴
史
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も

独
特
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。

ま
た
、
二
十
一
世
紀
の
初
頭
に
当
た
り
「
平
和
で
豊

か
な
自
立
で
き
る
沖
縄
」
を
創
造
す
る
こ
と
は
私
た
ち

の
責
務
で
あ
り
、
と
り
わ
け
先
の
大
戦
で
地
上
戦
を
経

験
し
、
平
和
を
希
求
し
て
や
ま
な
い
こ
の
沖
縄
の
地
に

「
国
連
ア
ジ
ア
本
部
」
を
築
く
こ
と
は
意
義
深
く
、
今
後

の
国
際
社
会
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
も
の
と
確
信

す
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
最
適
地
で
あ
る
沖

縄
県
に
「
国
連
ア
ジ
ア
本
部
」
を
誘
致
さ
れ
る
よ
う
強

く
要
請
す
る
。

以
上
の
と
お
り
決
議
す
る
。

あ
て
先

内
閣
総
理
大
臣

内
閣
府
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣

外
務
大
臣

委
員
会
報
告

二
回
に
わ
た
る
慎
重
審
査
の
結
果
、
賛
成

多
数
で
可
決
し
た
。

平
和
と
安
全
の
確
保
、
戦
後
五
六
年
間
戦
争
に

巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
情
勢
分
析
、
情
勢

認
識
、
誘
致
に
よ
る
費
用
負
担
が
明
確
で
な
い
の

で
採
決
に
加
わ
ら
ず
退
席
し
ま
す
。（
伊
礼
一
美
）

設
置
云
々
は
先
の
話
で
、
国
際
会
議
の
積
み
重

ね
で
見
え
て
く
る
、
理
念
が
す
ば
ら
し
い
か
ら
内

容
が
わ
か
ら
な
く
て
も
決
議
す
る
の
は
ど
う
か
、

ま
だ
時
期
尚
早
だ
と
反
対
し
ま
す
。（

与
那
嶺
義
雄
）

日
米
同
盟
・
ア
メ
リ
カ
追
随
と
言
わ
れ
、
日
本

に
持
っ
て
き
て
ス
イ
ス
に
あ
る
活
動
が
で
き
る
の

か
。
な
ぜ
沖
縄
か
、
日
本
以
外
で
も
い
い
の
で
は
、

十
分
理
解
で
き
ず
反
対
し
ま
す
。
（
呉
屋
吉
則
）

小
泉
総
理
が
テ
ロ
事
件
で
米
国
を
強
く
指
示

し
、
支
援
を
や
っ
て
い
る
こ
と
事
態
問
題
あ
り
き

と
い
う
時
点
で
安
保
条
約
賛
成
す
る
よ
う
な
こ
と

は
で
き
な
い
、
だ
か
ら
反
対
で
す
。（
屋
良
朝
英
）

平
和
を
求
め
る
国
際
人
な
ら
誰
し
も
国
際
的
な

平
和
の
活
動
の
メ
ッ
カ
と
し
て
、
そ
れ
が
大
い
に

機
能
す
る
事
を
望
み
米
軍
基
地
が
あ
る
沖
縄
こ
そ

存
在
意
義
は
大
き
い
。

（
前
里
光
信
）

社
会
科
の
中
で
国
連
の
位
置
づ
け
を
子
供
た
ち

は
学
び
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
国
際
的
な
も
の

を
誘
致
し
、
米
軍
基
地
は
必
要
な
い
と
い
う
方
法

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
新
田
宗
信
）

「「
国
連
国
連
ア
ジ
ア
本
部
本
部
」　

沖
縄
県
誘
致

沖
縄
県
誘
致
に
関
す
る　

要
請
決
議

要
請
決
議　

「
国
連
ア
ジ
ア
本
部
」　

沖
縄
県
誘
致
に
関
す
る　

要
請
決
議　

賛
成
多
数　

採
択　
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●東部消防組合　

●東部清掃施設組合　

2,647,380O
5,977,210O
1,879,310O

10,503,900O

2,997.6S
5,357.7S
1,968.8S

10,024.1S

1.5

2.7

4.7

2.0

2.0

0.5

9.3

2.5

193,488,000

149,918,000

341,135,000

396,775,000

1 2,503 3 5,991

1 8,566 9

　一般家庭ごみについては佐敷町のごみ袋指定に
続いて、与那原町が平成12年10月１日より実施さ
れており、西原町においても平成13年９月から始
まっている。５種類分別につきましては３町揃っ
て実施されていますが、事業系ごみについてはま
だまだ徹底されていませんので、各町のさらなる
指導をお願いしたい。　
　し尿処理場については、近年稼働率が高くなっ
てきています。特に旧盆と年末は調整しないとも
のすごい量となってしまいます。原因は、西原町
の人口増と大型店舗の増によるものだと思われます。
今後は他の組合の施設との委託も考えなければな

らないと思います。　

　消防施設の拡大、人件費等諸運営費の増加等に
より組合運営費は毎年度増加しており、参加４町
が拠出する分担金も毎年増加している。　
　この現状によると支出額の約77％を占める職員
の給料、手当等人件費の額は今後も増加が予想さ
れる。　
　また借入金残高は本年度も減少しているが、
216,316千円と多額な残高である。　
　なお既存の大型車両等の維持管理費、修理費等
も今後増加することが予想されるし、更に買い替
え等も必要になる。　

　このため諸運営費の支出にあたっては全職員が
常にコスト意識をもって諸経費の節減、合理化を
徹底して行い、効率的な財政運営を図ることを強
く要望する。　

1,081,316,000
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